
議   第   ７２   号   

平成２６年 ２ 月２１日提出   

 

熊本市都市計画・建築事務に関する手数料条例の一部改正について 

 

 熊本市都市計画・建築事務に関する手数料条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  幸 山 政 史   

 

熊本市都市計画・建築事務に関する手数料条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市都市計画・建築事務に関する手数料条例（平成１２年条例第２４号）の一部

を次のように改正する。 

 

別表第６備考第７項第１号ア中「１６４，３５０円」を「１６８，７６０円」に改

め、同号イ中「２０２，１５０円」を「２０７，６４０円」に改め、同号ウ中      

「２２１，０５０円」を「２２７，０８０円」に改め、同号エ中「２７７，７５０円」

を「２８５，４００円」に改め、同号オ中「４６７，８００円」を「４８０，８８０

円」に改め、同項第２号ア中「２３４，７００円」を「２４１，１２０円」に改め、

同号イ中「３１０，３００円」を「３１８，８８０円」に改め、同号ウ中        

「３５３，３５０円」を「３６３，１６０円」に改め、同号エ中「４６６，７５０円」

を「４７９，８００円」に改め、同号オ中「８５０，０００円」を「８７４，０００

円」に改め、同項第３号ア中「８５，６００円」を「８７，７６０円」に改め、同号

イ 中 「 １ ３ １ ， ８ ０ ０ 円 」 を 「 １ ３ ５ ， ２ ８ ０ 円 」 に 改 め 、 同 号 ウ 中          

「１５５，９５０円」を「１６０，１２０円」に改め、同号エ中「１６９，６００円」

を「１７４，１６０円」に改め、同号オ中「２７７，７５０円」を「２８５，４００

円」に改め、同号カ中「４６７，８００円」を「４８０，８８０円」に改め、同項第

４ 号 ア 中 「 ９ ０ ， ８ ５ ０ 円 」 を 「 ９ ３ ， １ ６ ０ 円 」 に 改 め 、 同 号 イ 中          

「１７０，６５０円」を「１７５，２４０円」に改め、同号ウ中「２２０，０００円」

を「２２６，０００円」に改め、同号エ中「２４９，４００円」を「２５６，２４０
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円」に改め、同号オ中「４６６，７５０円」を「４７９，８００円」に改め、同号カ

中「８５０，０００円」を「８７４，０００円」に改める。 

別表第８備考第４項第１号ア中「１６４，３５０円」を「１６８，７６０円」に改

め、同号イ中「２０２，１５０円」を「２０７，６４０円」に改め、同号ウ中      

「２２１，０５０円」を「２２７，０８０円」に改め、同号エ中「２７７，７５０円」

を「２８５，４００円」に改め、同号オ中「４６７，８００円」を「４８０，８８０

円」に改め、同項第２号ア中「２３４，７００円」を「２４１，１２０円」に改め、

同号イ中「３１０，３００円」を「３１８，８８０円」に改め、同号ウ中        

「３５３，３５０円」を「３６３，１６０円」に改め、同号エ中「４６６，７５０円」

を「４７９，８００円」に改め、同号オ中「８５０，０００円」を「８７４，０００

円」に改め、同項第３号ア中「８５，６００円」を「８７，７６０円」に改め、同号

イ 中 「 １ ３ １ ， ８ ０ ０ 円 」 を 「 １ ３ ５ ， ２ ８ ０ 円 」 に 改 め 、 同 号 ウ 中          

「１５５，９５０円」を「１６０，１２０円」に改め、同号エ中「１６９，６００円」

を「１７４，１６０円」に改め、同号オ中「２７７，７５０円」を「２８５，４００

円」に改め、同号カ中「４６７，８００円」を「４８０，８８０円」に改め、同項第

４ 号 ア 中 「 ９ ０ ， ８ ５ ０ 円 」 を 「 ９ ３ ， １ ６ ０ 円 」 に 改 め 、 同 号 イ 中          

「１７０，６５０円」を「１７５，２４０円」に改め、同号ウ中「２２０，０００円」

を「２２６，０００円」に改め、同号エ中「２４９，４００円」を「２５６，２４０

円」に改め、同号オ中「４６６，７５０円」を「４７９，８００円」に改め、同号カ

中「８５０，０００円」を「８７４，０００円」に改める。 

 

   附 則 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表第６及び別表第８の規定は、この条例の施行の日以

後行われる申請に係る手数料について適用する。 

  

（提出理由） 

  社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の

一部を改正する等の法律（平成２４年法律第６８号）の規定による消費税法（昭和

６３年法律第１０８号）の一部改正等に伴い、所要の改正を行う必要がある。 
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  これが、この条例案を提出する理由である。 
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